
昭
和
四
十
九
年
人
事
院
規
則
九―

五
四

人
事
院
規
則
九―

五
四
（
住
居
手
当
）

人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九―

五
四
（
住
居
手
当
）
の
全
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

人
事
院
規
則
九―

五
四
（
昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
適
用
）

（
総
則
）

第
一
条
　
住
居
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
適
用
除
外
職
員
）

第
二
条
　
給
与
法
第
十
一
条
の
十
第
一
項
第
一
号
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
法
人
か
ら
貸
与
さ
れ
た
職
員
宿
舎
に
居
住
し
て
い
る
職
員

イ
　
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局

ロ
　
地
方
公
共
団
体

ハ
　
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫

ニ
　
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
第
九
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る

法
人

ホ
　
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
第
九
条
の
四
各
号
に
掲
げ
る
法
人
（
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
法
人
を
除

く
。
）

ヘ
　
そ
の
他
人
事
院
が
定
め
る
法
人

二
　
職
員
の
扶
養
親
族
た
る
者
（
給
与
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
で
給
与
法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
て
い
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
所
有
す
る
住
宅
及
び
職
員

の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
父
母
又
は
配
偶
者
の
父
母
で
、
職
員
の
扶
養
親
族
た
る
者
以
外
の
も
の
が
所
有
し
、
又

は
借
り
受
け
、
居
住
し
て
い
る
住
宅
並
び
に
人
事
院
が
こ
れ
ら
に
準
ず
る
と
認
め
る
住
宅
の
全
部
又
は
一
部
を

借
り
受
け
て
当
該
住
宅
に
居
住
し
て
い
る
職
員

（
配
偶
者
が
居
住
す
る
た
め
の
住
宅
か
ら
除
く
住
宅
）

第
三
条
　
給
与
法
第
十
一
条
の
十
第
一
項
第
二
号
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
住
宅
は
、
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る

職
員
宿
舎
及
び
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
住
宅
と
す
る
。

（
権
衡
職
員
の
範
囲
）

第
四
条
　
給
与
法
第
十
一
条
の
十
第
一
項
第
二
号
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
規
則
九―

八
九
（
単
身
赴
任

手
当
）
第
五
条
第
二
項
に
該
当
す
る
職
員
（
法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
を
除
く
。
）
で
、
規
則
九―

八
九
第
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
満
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
が
居
住
す
る
た
め
の
住
宅
と
し
て
、
同
号
に
規
定
す
る
異
動
又
は
官
署
の

移
転
（
検
察
官
で
あ
つ
た
者
又
は
給
与
法
第
十
一
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
職
員
等
で
あ
つ
た

者
か
ら
引
き
続
き
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
当
該
適
用
、
派
遣
法
第
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
派
遣
、
官
民
人
事
交
流
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
交
流
派
遣
、
法
科
大
学
院
派
遣
法
第
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
四
十
八

条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
、
令
和
三
年
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
特
措
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
、
平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
特
措
法

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
、
令
和
七
年
国
際
博
覧
会
特
措
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣

若
し
く
は
令
和
九
年
国
際
園
芸
博
覧
会
特
措
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
か
ら
職
務
に
復
帰
し
た
職

員
、
官
民
人
事
交
流
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
交
流
採
用
を
さ
れ
た
職
員
又
は
規
則
一
一―

四
（
職
員
の
身

分
保
障
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
休
職
か
ら
復
職
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
当
該

復
帰
、
交
流
採
用
又
は
復
職
）
の
直
前
の
住
居
で
あ
つ
た
住
宅
（
国
家
公
務
員
宿
舎
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

百
十
七
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
有
料
宿
舎
並
び
に
前
条
に
規
定
す
る
職
員
宿
舎
及
び
住
宅
を
除
く
。
）
又

は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
院
の
定
め
る
住
宅
を
借
り
受
け
、
月
額
一
万
六
千
円
を
超
え
る
家
賃
を
支
払

つ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

（
届
出
）

第
五
条
　
新
た
に
給
与
法
第
十
一
条
の
十
第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
職
員
は
、
当
該
要
件
を

具
備
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
人
事
院
が
定
め
る
様
式
の
住
居
届
に
よ
り
、
そ
の
居
住
の

実
情
を
速
や
か
に
各
庁
の
長
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

住
居
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の
居
住
す
る
住
宅
、
家
賃
の
額
等
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
と

す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
添
付
す
べ
き
書
類
は
、
届
出

後
速
や
か
に
提
出
す
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
も
の
と
す
る
。

（
確
認
及
び
決
定
）

第
六
条
　
各
庁
の
長
は
、
職
員
か
ら
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実

を
確
認
し
、
そ
の
者
が
給
与
法
第
十
一
条
の
十
第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
支
給

す
べ
き
住
居
手
当
の
月
額
を
決
定
し
、
又
は
改
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
住
居
手
当
の
月
額
を
決
定
し
、
又
は
改
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
決
定
又
は

改
定
に
係
る
事
項
を
人
事
院
が
定
め
る
様
式
の
住
居
手
当
認
定
簿
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
家
賃
の
算
定
の
基
準
）

第
七
条
　
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
職
員
が
家
賃
と
食
費
等
を
併
せ
支
払
つ
て
い
る
場
合
に
お
い

て
、
家
賃
の
額
が
明
確
で
な
い
と
き
は
、
各
庁
の
長
は
、
人
事
院
の
定
め
る
基
準
に
従
い
、
家
賃
の
額
に
相
当
す

る
額
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
支
給
の
始
期
及
び
終
期
）

第
八
条
　
住
居
手
当
の
支
給
は
、
職
員
が
新
た
に
給
与
法
第
十
一
条
の
十
第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に

至
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
開
始
し
、

職
員
が
同
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
の
属
す
る
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の

日
の
属
す
る
月
の
前
月
）
を
も
つ
て
終
わ
る
。
た
だ
し
、
住
居
手
当
の
支
給
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
こ
れ
に
係
る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の

届
出
を
受
理
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら

行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
住
居
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
に
そ
の
月
額
を
変
更
す
べ
き
事
実
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
の
生
じ
た
日

の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
そ
の
支
給
額
を
改
定

す
る
。
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
住
居
手
当
の
月
額
を
増
額
し
て
改
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
雑
則
）

第
九
条
　
こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
〇
日
人
事
院
規
則
一―

一
三
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
〇
月
二
五
日
人
事
院
規
則
九―

五
四―

一
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
平
成
八

年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
規
則
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九―

五
四
の
規
定
は
、

平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一―

二
一
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
一
日
人
事
院
規
則
一―

二
七
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
一
日
人
事
院
規
則
九―

五
四―

二
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
六
月
四
日
人
事
院
規
則
九―

五
四―

三
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
六
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
〇
月
一
日
人
事
院
規
則
一―

四
〇
）
　
抄

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
〇
月
一
六
日
人
事
院
規
則
九―

五
四―

四
）
　
抄

1



（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
一
五
日
人
事
院
規
則
一―

四
六
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
八
日
人
事
院
規
則
一―

五
〇
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
日
人
事
院
規
則
一―

五
二
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
一
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
九―

五
四―

五
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
〇
月
一
五
日
人
事
院
規
則
九―

五
四―

六
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
四
月
一
日
人
事
院
規
則
一―

五
九
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人
事
院
規
則
九―

五
四
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条
　
旧
給
与
特
例
法
適
用
職
員
で
あ
っ
た
者
か
ら
引
き
続
き
俸
給
表
適
用
職
員
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
旧

給
与
特
例
法
適
用
職
員
を
規
則
九―

五
四
第
四
条
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
職
員
等
で
あ
る
も
の
と
み
な
し

て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
一
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置

は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
九―

八
九―

四
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
一
八
日
人
事
院
規
則
一―

六
三
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人
事
院
規
則
九―

五
四
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
条
　
特
定
独
立
行
政
法
人
職
員
で
あ
っ
た
者
か
ら
引
き
続
き
俸
給
表
適
用
職
員
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
特

定
独
立
行
政
法
人
職
員
を
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九―

五
四
第
四
条
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人

職
員
等
で
あ
る
も
の
と
み
な
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
五
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置

は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
六
月
二
四
日
人
事
院
規
則
一―

六
六
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
一
月
二
四
日
人
事
院
規
則
九―

五
四―

七
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
五
月
一
九
日
人
事
院
規
則
一―

七
〇
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
二
三
日
人
事
院
規
則
一―

七
三
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
二
月
三
日
人
事
院
規
則
九―

五
四―

八
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
六
月
一
二
日
人
事
院
規
則
一―

七
五
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
人
事
院
規
則
一―

七
六
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
四
月
一
日
人
事
院
規
則
九―

五
四―

九
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
九
月
一
日
人
事
院
規
則
一―

七
七
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
二
月
一
八
日
人
事
院
規
則
一―

七
九
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
附
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

一
　
令
和
三
年
改
正
法
　
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
一
号
）
を
い

う
。

二
　
令
和
五
年
旧
法
　
令
和
三
年
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
を
い
う
。

三
　
暫
定
再
任
用
職
員
　
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
を
い
う
。

四
　
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
　
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
を
い
う
。

五
　
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
　
法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
を
い
う
。

六
　
施
行
日
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
を
い
う
。

七
　
旧
法
再
任
用
職
員
　
施
行
日
前
に
令
和
五
年
旧
法
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。

（
雑
則
）

第
二
十
五
条
　
附
則
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措

置
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
二
四
日
人
事
院
規
則
一―

八
一
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
二
月
二
八
日
人
事
院
規
則
九―

五
四―

一
〇
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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